
第 8 章 廃 棄 物

こ れらの現状に対処 し 、 廃棄物を適正に処理する ため、 昭和 4 5 年廃棄物の処理及び清掃に関する法; 茉 ざ ま 鰐の成長、 生活水隼の向上に伴 う各種の廃棄物の量的増大と質的変化に は著 し い ものがああ、律 ( 以下 ｢廃棄物処理法｣ と い う 。 ) が制定さ れ、 翌年 9 月 施行さ れた。

I i ; 、 廃棄物ま 、 表 1 2炙示す とお り 事業活動と伴 っ硼出さ れる ものの う ち法令で特定さ れた産業廃棄物と 、 それ以外の一般廃棄物に分類さ れる 。 一般廃棄物と 産業廃棄物は 、 それぞれの処理体系に帰属

する こ と と な る が 一般廃棄物の処理は市町村の固有事務と さ れ、 他方産業廃棄物は、 排出事業者の

処理責任が明定されてい る 。

表 1 24 廃棄物の分類

こ み 一般ご み 可燃ごみ

ごみ ごみ 〉 ごみ

一般廃棄物 ( 事業系一般廃棄物 )
( 法第 2 条第 2 項)

/
亀

･、、

÷し尿( 法秦 2為縦 ) し尿
し尿浄化槽汚で い

産業廃棄物 “特定さ れた 1 9 種類)
( 法第 2 条第 3 項 )

第 1 節 一般廃棄物 の現況

一般廃棄物は、 し尿 と と みに大別さ れる が 市町村は こ れ ら の処理について、 廃棄物処理法第 6

条に定め る と こ ろ に よ り 、 処理すべき 区域を定め、 当該区域内にお け る一般廃棄物の処理について

所定の 。十面を策定 し 、 こ れに基づき収集、 運搬、 処理処分を。十画的に実施する こ と に な っ てい る 。

。十面的に収集さ れた一般廃棄物を生活環境の保全上支障の な い よ う 適正に処理処分するためには

処理施設を整備 し 、 こ れ らの施設において衛生的に処理する必要があ る が、 施設の整備については

各市町村において廃棄物処理施設整備緊急措置法に基づき国が定め る 。十面に よ っ て整備事業の推

が図 られてい る 。

昭和 5 6 年度末現在にお いて、 一般廃棄物処理施設に よ る衛生処理の体制は、 お おむね整備さ

てい る が 今後、 排出量の増大及び施設の老朽化等に伴い各市町村において、 施設の新増設及乙

新等、 処理率の向上が図 られる よ う検討する必要があ る 。

1 し尿処理

し尿の処理については、 公共下水道の整備によ り 下水道終末処理施設で処理する こ と が望
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いか、 下水道が普及 してい な い地域においては し尿浄化槽が普及 しつつあ る 。

しか し 、 大半の家庭は、 く み取便所であ り 、 こ れ らの く み取 り し尿及び浄化槽汚でい等は、 し尿

処理施設等にお いて衛生処理す る必要があ る 。 昭和 5 5 年度におけ る し尿の処理状況については、

図 4 に示す とお り であ る 。

し尿処理施設の整備状況等は表1 2 5 に示す と お り であ る が 処理率の向上及び施長の老朽化等

に伴 う新増設及び更新を関係市町村にお いて検討する必要があ る 。

図 4 し尿処理の状況 ( 昭和 5 5 年度実績 )

収集 し尿処
処理人口等 ( 単位 人 ) 処理系統図 ( 単位 : K“/年 ) 理内訳比率

①

総

人

口

6 0 99 2 6

②

話

画

処

理

区

域

内

人

口

6 0 99 2 6

⑧

水 洗 化

人 口

1 5 7 9 8 2

公共雫水道
6 28 8 5

⑥
し尿浄化槽

9 5P 9 7

④

非

水

洗

化

人

ロ

4 5 1 9 4 4

⑦

。十

画

収

集

人

口

3 2 5β 2 5

⑧

自家処理
人 口
1 2 6 5 1 9

し 尿 処 理

施 設

9 0 . 1 %

下水道投入

99 %

排 水 下水道終末処理場

排 水 し 尿 浄 化 槽

し 尿 ⑫ 汚でい

1 4 44 5で し群廉の』 18 1 2
し 尿

1 93範ゑ⑭ 下 水 道 投 入
1 9 3 6 5

し 尿

6 56 2で 慕 語好 め
, 6

、て

( 人口ベ ー ス )

計 画 区 域 率 ②/① × 1 o o ニ ー o o ‐o % { 鏡輻競隧憊総議会8 を水 洗 化 率 ③/① × 1 0 0 = 2 5 .9 %

非 水 洗 化 率 ④/① × 1 0 0 = 7 4 .1 %

は、

圭進

。十画収集率A ⑦/① x l o o = 5 3 .4 % 計画収集率B ⑦/④ x 1 0 0 = 7 2 .0 %

自家処理率A ⑧/① × 1 0 0 = 2 0 .7 % 自家処理率 B ⑧/④ × 1 0 0 = 2 8 .0 %
K れ

尹更
1 人 1 日 当た り し尿収集量 1 人 1 日 当た り し尿浄化槽汚で い収集量

( ⑨+⑩ -⑫ ) x 1 0も⑦÷ 365 = 1 .38“乙入･ 日 ⑭ x 1 0 3÷⑥ ÷ 86 5 = 0 .92“乙入 ･ 日

1 人 1 日 当た り し尿排出量

( ⑨+⑩十⑪ -⑫ ) x 10 3÷④マ 365 = 1 .39“乙入 ･ 目し
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表 125 し尿処理施設の整備状況

( 昭和 5 6 年 3 月 末現在 )

設置主体名
施 設 の

名 称
施設の所在地

A

施設の

規 模

(彫/ 日)

処理方式

稼 動

開 始

年 月

B

昭和 5 5
年度中の
年間処理
実 績
(K“/年)

B

A× 3 6 5

残 渣

量

( t/年)

東部広域行

政管理組合
因幡浄苑

鳥取市秋進呈

1 0 3 7 番地
1 7 0

好 気 性

ノ肖 化
46 . 1 1 4 6 ,5 4 5 0 7 5 1 1 2

中部広域行

政管理組合

日 の 富

浄 苑

倉吉市小田字日 の

宮 3 番地
1 2 0

嫌 気 性

消 化
40 , 7 4 2β 0 2 0 .9 8 4崎 3 8

米子市ほか

9 か町村街

生施設組合

米 子 市

浄 化 場

米子市安倍

2 1 4 番地

5 6
嫌気性消
化十 ( 散
水ろ床法)

39 . 1 1 2 ,2 3 2 0 .6 0 4 7

1 2 0
好 気 性

消 化
49 . 1 2 3 2 ,4 9 2 0 7 4 1 2 8

白 浜

浄 化 場

西伯郡淀江町中間

8 5 6 番地
8 0 れソ 42 . 4 2 2 ,3 9 6 0 .7 7 3 2 7

境 港 市
境 港 市

浄 化 場

境港市“縦き座町無

番地
5 6

嫌 気 性

消 化
39 . 4 1 5 , 1 4 0 0 7 4 2 6 0

日 野町 ･ 江
府町 ･ 日 南
町衛生施設
組 合

清 化 園
日野郡江府町大字

佐川 2 番地
1 4

二段活性

汚 で い
40 . 4 4 ,3 6 3 0 .8 5 2 0

話 6 1 6 ‘// 1 7 5 ,9 7 0 0 .7 8 5 , 5 3 2

2 ごみ処理

地域住民の 日 常生活に伴っ て排出 さ れる こ みは、 量的には増大傾向か ら横ばいの傾向に転 じて

い る が、 質的には なお多様化の傾向をた ど っ てお り 、 市町村では こ れらの ごみ及び事業活動に伴

っ て生 じ る廃棄物の う ち所定の ものにつ いて、 収集 運搬、 処理、 処分に至 る一連の作業を処理

計画の中で定めてい る 。

昭和 5 5 年度にお け る ごみ処理の状況は、 図 5 及び図 6 の と お り であ る が、 市町村の収集

。十画に よ り 収集さ れてい る も のは、 。十画処理区域内の総排出量の 6 6 . 7 % 、 事業系一般廃棄物等

直接搬入量は 1 6 . 5 % 、 自家処理量は 1 6 . 8 %であ る 。

なお 、 ごみ処理施設整備状況は、 表 1 2 6 、 表 1 2 7 の と お り であ る 。
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図 5 ごみ処理の状況 ( 昭和 5 5 年度実績 )

処理人口等 ( 単位 . 人 ) 処理系統図 ( 単位 . ト ン/年 )

④
計
画
収
集
人

口

②
計
画
処
理
区
域
内
人

口

1 5 , 2 7 5

⑥ 可燃ごみ 1 1 7 ,040 焼 却 施 設 残灰

収 1 1 7 ,o40 1 34 ,953 1 3 , 1 52 埋
餐 不燃こみ 1 0 ,凱 M 立E且 26356

　 　　　 　　　 　　 　　　　　　　　 　
⑦ ~涎6 1 , 630 “翁け 62 ,441
直接搬入ごみ 1 7 ,359 資 源 化

36 ,806 1 ,743

⑧
計画処理区域外人口

1 ,650

計画収集区域率 ②/① × 1 0 0 = 9 9 . 7 %

計 画 収 集 率 ④/① × 1 0 0 = 9 1 . 4 %

1 人 1 日 当た り ごみ排出量 A ⑥ × 1 0 6 -④ - 3 6 5 = 7 3 3 タ ノ ハ . 日

1 人 1 日 当た り ごみ排出量 B ( ⑥ +⑦十⑧ ) × 1 0 6 ム②- 3 6 5 = 1 , 0 0 7 9 / 入 日

図 6 。十画処理区域内にお け る ごみ処理の状況

資源化 自家処理
1, 743 ト ン/年 37, 641 ト z/年

( 0 .8 % ) ( 1 6 .8 % )

計画処理

区域内排出量 焼却処理
埋立処分 223 ,626 トと〆年
49 ,289 ト老年 ( 1oo % ) 1 34 ,953

( 22 .0 % ) ト ノ/年
( 60 .4 % )

国 埋立処分には、 残灰は含ま ない。
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表 126 ごみ処理施設 ( 粗大ご み処理施設を除 く ) 整備状況

( 昭和 5 6 年 3 月末現在 )

設 置 主 体 名 施設の名称 施設 の所在地

A

施設 の

規 模

( t /日 )

炉 型 式

稼 動

開 始

年 月

B

昭和 5 5 年

度中の年間

処 理 実 績

( t /年 )

稼動率

B

(論沓鬚 )

残猩里

( t /年)

鳥 取 市｣
神 谷 清
掃 工 場

鳥取市西今在家
2 2 7

1 8 0 連 続 燃 焼 式 暮 1 1 4 0 , 2 0 4 0 6 4 44 2 2

国 府 も 町 こ く ふ浄苑
国府町岡益

5 2 4 , 5 2 5
6 機械化パ ン チ式 4 6 1 2 L4 4 8 0.9 5 1 1 2

岩 美 町
岩 美 町
清 掃 工 場

岩美町大字浦富
字坊谷

3 0 ノン 5 3 6 2 ,6 4 0 0 3 7 3 2 0

福 部 村 福 部 浄 苑 福部村大字中 1 0 9 6 ノン 5 0 . 4 7 4 2 0 4 0 7 0

河 原 町
河 原 町

ごみ処理場

河原町大字郷原
4 8 4 2

5 固 定バ ッ チ 式 4 6 4 8 0 0 0 9 2 1 5

8 機械化パ ン チ式 5 2. 4 L3 8 8 0 7 5 9 7

若 桜 町
若 桜 町 営
塵芥処理場

若桜町大字浅井 1 0 ノン 5 1. 5 1 , 1 1 8 0 3 8 7 5

智 頭 町
智 頭 町

塵芥処理場

智頭町大字市瀬
t , 6 4 3 2

8 固 定バ ノ チ 式 4 4 6

5 0 . 1 0

1 ,6 0 4

2 ,7 6 0

0 .6 4

0 .4 7

1 1 8

八 頭 東 部
衛 生 施 設 組 合

組 合 立
ごみ処理場

船岡町大字水口
1 4 2 2

2 0 機械化パ ン チ 式 1 6 7

佐 治 用 瀬

ご み処理施設組合
ノン

佐治村大字葛谷字
水工谷 4 7 8 2

1 2 メソ 4 8 7 1 ,2 5 2 0 .3 6 6 3

気高郡衛生施設組合 メソ
気高町大字八東水

字カ ガ谷
2 0 ノン 4 8 4 5 ,7 9 7 0 9 7 5 2 2

中 部 広 域

行 政 管 理 組 合

向 山 清

掃 工 場
倉吉市和田東町89 8 3 6 ノン 4 4 8 9 , 1 3 4 0 9 3 1 ,0 7 6

東 伯 清
掃 工 場

東伯町出遊 1 0 4 5 0 , メソ 4 9 1 2 1 0 9 2 6 0 8 0 1 0 9 2

赤 碕 分 場 赤碕町箆津5 1 4 2 5 メソ 4 5 3 7 3 9 0 5 4 5 5

米 子 市

米 子 市 営
塵芥処理場

米子市長砂町94 6 1 6 0 ノン 4 6 . 1 0 O 0 0 0 O

米 子 市

清 掃 工 場
米子市河崎 8 8 3 3 2 9 0 連 続 燃 焼 式 5 4 . 4 8 1 ,7 5 3 0 4 2 8 , 1 7 5

境 港 市
境 港 市 営

塵芥処理場
境港市福定町 6 7 3

8 0 固 定パ ン チ 式 4 1. 4 5 ,6 7 9 0 6 3 5 6 8

2 0 たソ 4 8 4 8 ,7 8 6 0 6 3 3 7 8

西 伯 町 外 2 力 町

清掃施設管理組合

新 宮 谷
焼 却 場

西伯町大字法勝寺

字新宮谷 2 2 1
7 ノン 4 7 5 8 4 2 0 7 0 2 9

能竹焼却場 西伯町能竹 1 0 機械化パ ン チ式 5 5 . 6 6 0 6 08 8 2 8

日 吉 津 村
日 吉 津 村

塵芥処理場

日吉津村日吉津
1 , 8 6 6

3 固 定バ ッ チ 式 4 4 , 2 5 8 5 0 6 4 1 9

8 機械化バ ッ チ式 5 6 . 1 4 9 0 6 5 4

淀 江 町
淀 江 町

ごみ焼却場
淀江町大字福岡

字高尾谷
l o メソ 5 3 4 1 7 3 4 0 7 6 2 0 5

-~ 1 3 2
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表 127 粗大ご み処理施設

( 昭和 5 6 年 3 月末現在 )

設 置 主 体 名 処理場名 型 式

A

公称能力

( t /日 )

稼動開始

年 月

B

年間処理実績

( t /年 )

。十 量
C

稼動 日数

中部広域行政管理組合 向山清掃工場 圧縮 ･ 破砕併用 5 0

昭和

4 8 4 4 . 1 2 9 有 2 7 4

西部広域行政管理組合 中 海 処 理 場 圧縮 ･ 破砕併用 1 0 0 4 8 8 銭 6 9 2 有 2 7 3

。十 1 5 0 / 1 3 ,8 2 1 //

-1 3 3-

設 置 主 体 名 施設の名称 施設 の所在地

A

施設 の

規 模

( t /日 )

炉 型 式

稼 動

開 始

年 月

B

昭和 5 5 年

度中の年間

処 理 実 績

( t/年 )

稼動率

B

(鏥嬢)

残査量

(t /年

大 山 町

大 山 町

塵芥処理場
大山町上方 2 1 2 5 固 定 ハ ノ チ 式

昭和

4 6 9 4 9 5 0 3 7 7 0

大山町環境
美化センタ~

大山町豊房 1 2 機械化バ ッ チ式 5 6 , 1 4 9 0 2 1 8

名 和 町
名 和 町

塵芥処理場

名和町大字大塚
8 7 7 2

8 固 定パ ン チ 式 4 4 . 4 4 3 0 0 8 5 2 6

5 機械化パ ン チ式 5 1 4 1 3 6 2 0 9 0 8 2

中 山 町
中 山 町 営
塵芥処理場

中山町羽田井字
中 山原雄 1 9 2 26

5 ノン 4 9 7 L5 3 6 1. 0 7 8 1

日 野 町
日 野 町

塵芥処理場
日野町黒坂 1 8 7

3 固 定パ ン チ 式 4 5 7 5 2 0 0 5 8 2 2

5 機械化パ ン チ式 5 3 4 8 6 9 0 9 1 3 7

日 南 町
日 南 町
ごみ焼却場

日南町生山 4 5 0 7 固 定 バ ノ チ 式 4 8 5 1 ,3 2 4 0 7 1 4 0

江 府 町
江 府 町

塵芥処理場
江府町江尾 4 7 5

2 ノン 4 5 2 し 4 5 1 0 7 1 1 6

5 機械化パ ン チ式 5 4 . 4 1 , 1 2 7 0 7 1 3 8

溝 口 町
溝 口 町

ごみ処理場

溝口町上野カ マ谷
1 1 0 1

2 固 定 パ ッ チ 式 4 5 4 O 0 0 0 O

7 ノン 5 0 . 4 1 ,7 6 7 0 8 2 1 3 2

。十 8 9 0 / 1 3 4 .9 5 3/13 ,1 5 2



3 最終処分場

収集さ れた廃棄物は、 焼却、 破砕等、 物理的化学的又は、 生物学的な方法によ り 減量、 安定化

さ れ 生活環境 の 保全上支障の少な い もの と して 自然の受容能力の中に包含されなけれまな らない。

現在の と こ ろ本県にお いては、 海洋投棄は行われてい ないので 、 市町村が設置 してい る ごみ処

理施設か ら排出 さ れる焼却残灰及び収集された不燃物等は、 最終処分場において埋立処分 さ れて

い る 。 、

市町村が確保 してい る最終処分場は表 1 2 8 に示す とお り であ る が 今後生活様式の変化等に

伴い ごみの中に含まれる不燃性分の増大及び既存の処理場の埋立完了 に 伴 い 新 た な用地の確保

を関係市町村において検討 してゆ く 必要があ る 。

表 1 28 ごみ埋立処分地整備状況

( 昭和 5 6 年 3 月 末現在 )

市町村名 埋立地名 所 在 地

埋立て

開 始

年 月

埋立て

終 了

予定年月

面 積

( IJ)

全体容量

くず)

残余容量

(ゴ)

5 5 年度
埋 立 て

実 績

( t /年 )

鳥 取 市
晩 稲 不 燃
物 処 理 場 鳥取市晩稲 5 3 轆 7 昭5和7. 3 3 8 0 0 0 9 5 ,0 0 0 1 1 8 0 0 1 5 ,9 0 5

東 部 広 域
行政管理組合 露 呈 蕩 鳥取市里仁 6 3 7 1 8 4 7 8 5 9 8 2 5 ,0 0 0 25 5 ,0 0 0 7 0 ,0 1 6 2 0 ,3 9 0

岩 美 町
岩美町清掃
工場灰捨場 岩美町大字悪志 53 9 6 2. 8 9 5 0 5 ,7 0 0 4 .7 7 8 3 2 0

国 府 町 こ く ふ浄苑 国府町大字岡益 4 6 1 2 6 0 . 8 9 5 0 4 . 1 0 0 L ,6 9 8 4 9 2

福 部 村
福部村残渣
処 分 地 福部村大字中 50 4 6 6 3 8 8 1 1 ,7 6 2 1 ,3 8 1 7 4

河 原 町
河 原 町
ご み埋立地 河原町大字中井 4 7 4 5 7 8 57 0 0 9 6 0 0 2 ,0 44 8 58

若 桜 町
若桜町営不
燃物処理場 若桜町大字浅井 4 6 4 6 0 3 4 .0 0 0 2 0 ,0 0 0 8 ,9 9 1 94 7

佐 治 ･ 用 瀬
ご み 処 理
施 設 組 合

佐治 ･ 用瀬
ごみ処理施設
最終処分場

佐治村葛谷 54 8 6 4 7 2 0 0 6 0 0 8 7 7 6 8

気 高 郡
衛生施設組合 組合灰捨場 青谷町大字青谷 4 9 4 57 3 8 0 0 8 ,20 0 6 1 8 5 2 2

中 部 広 域

行政管理組合

向山埋立地 倉吉市和田東町 44 8 5 7 8 6 ,0 0 0 1 7 0 0 0 3 50 0 3 ,5 4 5

東伯埋立地 東伯町大字田越 4 9 1 2 6 0 3 1 0 , 0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 8 6 ,8 5 3 1 1 4 7

岡 埋 立 地 倉吉市岡 55 1 2 5 6 1 2 6 ,9 84 2 0 , 24 3 L20 0 1 2 ,4 58

名 和 町
名和町焼却
残渣埋立地 名和町西坪 5 0 6 5 7 3 7 0 0 6 0 0 3 6 1 0 8

大 山 町
大 山 町 不
燃物処理場 大山町豊房 58 4 5 8 3 5 0 0 1 0 0 0 0 7 04 6 8 54

日 吉 津 村
日 吉 津 村
灘浜埋立地 日吉津村日吉津 4 6 4 5 6 3 1 0 O 7 5 0 O 2 3

境 港 市
不 燃 物
埋 立 地 境港市渡町 1 1 9 4 6 5 5 9 3 1 1 ,8 27 5 9 , 1 3 5 1 9 , 1 9 9 8β 1 5

淀 江 町
佐 陀 不 燃
物 処 理 場 淀江町大字佐陀字灘浜 5 L 4 6 0 3 8 9 2 8 ,5 70 1 ,9 8 9 1 9 1

西部広域行政
管 理 組 合 獅子町 藻 米子市紙園町二丁目 47 1 1 6 2. 3 2 3 57 0 0 9 4 1 ,6 0 0 5 1 6 ,6 0 0 1 0 0 0 0

7 1 ,7 1 “。十 // 849, 1 84 L54 7, 8 6 0 7 3 7,57 1
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4 し尿浄化槽

近年、 生活水準の向上、 生活様式の変化等に伴い 、 便所の水洗化への動き は 、 と みに高ま り し

尿浄化槽の設置基数は急激に増加 してお り 、 昭和 5 6 年度末には、 1 8 , 7 3 2 基を数えてい る 。

しか し 、 こ れ らの し尿浄化槽は 、 必ず し も適切に維持管理等がさ れてい る ものばか り と は言え

ず、 その放流水によ る公共水域の水質汚濁、 悪臭の発生等が問題 と な る こ と も あ り 、 こ れ ら の維

持管理について十分指導監督を強化 してゆ く 必要があ る 。

し尿浄化槽の設置基数の推移及び保健所別設置基数は、 それぞれ図 7 及び表 1 2 9 に示す と

お り であ る が 激増する浄化槽の技。十施工及び維持管理等を適正に さ せ生活環境の保全上の支障

と な ら な い よ う 指導する ため、 昭和 5 2 年 1 1 月鳥取県 し尿浄化槽指導要綱を策定 し 、 市町村及

び関係業界と協力 して こ れに当た っ てい る と こ ろであ る 。

図 7 し尿浄化槽設置基数の推移

1 9,0 0

1 8 ,0 O

1 7 0 0 0

1 6 ,0 0 0

1 5 ,0 0 0

1 4 ,0 0 0

1 3 ,0 0 0

1 2 ,0 0 0

1 1 ,00 0

1 0 ,0 0 0

9 ,0 0 0

8 ,0 0 O

7, 0 0 0

6 ,0 0 0

5 ,0 0 0

4 ,0 0 O

8 ,0 0 0

2 ,0 0 0

1 ,0 0 0

1 4 ,9 6 8

1 3 ,0 1 9

7, 7

6 ,5 04

4

3 23 6

8 2 3 1 ,o 2 9 1 ,3 6 8 1 ,3ば,o 5≧ 54を96
翳 37 38 39 4皿 似濃 45 46 47 48 49 50 5 1 5 2 53 54 5 5 5 6

37
年
度
末
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表 129 保健所別 し尿浄化槽設置基数 ( 昭和 5 7 年 3 月 3 1 日現在 )
人 肩、、＼＼製健所 鳥 取 郡 家 倉 吉 米 子 根 雨 。十

~ 2 0 4 . 6 8 5 L 2 8 1 3 , 1 0 0 5, 0 4 2 2 6 6 1 4 . 3 2 4

2 1 ･〉 5 0 6 5 5 1 2 1 6 9 0 1 , 0 2 4 6 5 2 , 5 5 5

5 1 ~ 1 0 0 8 0 9 5 2 2 7 0 4 8 4 4 9 L 1 1 4

1 0 1 へ) 2 0 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1 6 2 2 0 4 3 6

2 0 1 へ) 8 0 0 3 8 1 1 4 7 5 7 6 1 5 9

8 0 1 () 5 0 0 2 9 5 2 5 3 5 4 9 8

小 計 5 , 7 8 8 1 , 4 2 9 4 . 2 4 8 6 , 7 5 4 4 1 0 1 8 , 6 8 6

5 0 1 () L O O O 1 5 2 4 1 7 1 3 9

L O O 1 () 2 , 0 0 0 2 8 5

2 , 0 0 1 ^) 8 , 0 0 0 1 1 2

小 。十 1 7 2 5 2 1 1 4 6

合 計 5 , 8 0 5 L 4 9 3 4 . 2 4 8 6 , 7 7 5 4 1 1 1 8 , 7 8 2

5 廃棄物関係監視 指導状況

廃棄物処理法第 1 9 条に基づ く 立入検査状況は表1 3 0 の と お り であ る 。

表 1 30 廃棄物関係監視 指導状況

( 昭和 5 6 年度 )

"豪邁
鳥 取 郡 家 倉 吉 米 子 根 雨 合 。十

立 入

検査件数

理 化学

検査件数

立 入

検査件数

理 化学

検査件数

立 入

検査件数

理 化学

検査件数

立 入

検査件数

理 化学

検査件数

立 入

検査件数

理 化学

検査件数

立 入

検査件数

理 化学

検査件数

般廃棄物

し尿処理施設 1 2 1 2 1 4 2 6 4 9 4 8

1 2 6

4

1 3 0 355
7 9

2 98 9

8 9

し 尿 浄 化 槽 7 2 9 1 1 2 8 6 6 7 2 84 0 7 0 9 24 4 3 5

ごみ処理施設 24 1 0 1 2 1 0 28 28 8 9 8 8 2 2 'ユ 1 2 5 8 2

粗 大 ご み
処 理 施 設

2 3 ず上 6

そ の 他 1 4 2 2 3 6

小 。十 7 8 1 1 84 3 78 8 2 9 07 1 24 1 ,0 1 3 2 0 7 1 5 6 5 9 8 ,2 3 5 6 0 6

産業廃棄物
排 出 事 業 所 8 1 1 0 6 0 1 20 2 4 1 1 5 1 8

産 業 廃 棄 物
処 理 業 者

1 2 6 9

産 業 廃 棄 物
中間処理施設

1 0 2 1 5 1 0 27 1 0

産 業 廃 棄 物
最終 処 分 場

4 1 29 1 2 5 7 5 8 3 6

そ の 他 1 1 1 0 9 2 0 1 0

小 。十 94 4 9 8 5 1 4 6 1 9 4 2 29 6 9

その他
下水道 終 末
処 理 施 設

24 24 1 3 0 23 54 4 7

合 。十 8 9 9 2 07 8 7 8 8 2 9 9 2 1 25 L0 8 9 24 9 1 6 0 5 9 8 ,5 1 8 7 2 2
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第 2 節 産業廃棄物の現況

事業活動に伴 って排出さ れる産業廃棄物は、 生産活動の拡大と消費生活の向上に よ り 増加の一途

をた ど り 、 ま た、 質的に も多様化する状況に あ る 。

本県においては、 昭和 5 0 年に鳥取県産業廃棄物処理。十画を策定 し 、 処理対策を推進 してき た と

こ ろであ る が、 社会情勢の変化あ る い は法の改正等に よ る新たな状況に対処する ため 、 昭和 5 6 年

度に産業廃棄物実態調査を行い これを基に昭和 5 7 年 7 月 に 。十画 目標年度を昭和 6 5 年度 とす る

新処理。十画を策定 し た。

1 産業廃棄物処理計画の概要

( 1 ) 産業廃棄物の発生状況

昭和 5 5 年におけ る産業廃棄物の発生量は 、 表 1 3 1 の とお り であ り 、 2 , 8 4 8 , 6 3 1 ト ン

と 推 。十さ れる 。

業種別では 、 製造業が 1 , 3 2 6 , 5 8 9 ト ンノ年 と発生量の 4 6 . 6 %を 占め最も多 く 、 次いで

農業 9 1 9 , 4 6 6 ト ンノ年の 3 2 . 3 %であ り 、 以下鉱業 1 1 1 %、 建設業 7 . 2 % となっている。

種類別では 、 無機性汚でいが 1 , 0 4 0 , 8 0 3 ト ン/年 と 3 6 . 5 %を占め最 も多 く 、 次いで家

畜ふん尿 9 1 6 , 5 8 0 ト ン/年の 3 2 . 2 % 、 有機性汚でい 6 6 6 , 6 2 2 ト ンノ年の 2 3 . 4 % と

な っ てい る 。

ま た 、 地域別では、 西部地域 1 , 5 5 6 , 3 9 7 ト ン /年の 5 4. 6 % 、 東部地域 8 6 0 , 5 4 7 ト

ン/年の 3 0 . 2 % 、 中部地域 4 3 1 , 6 8 7 ト ンノ年の 1 5 . 2 %の順と な ってい る 。

表 13 1 昭和 5 5 年全域推。十発生量 ( t / 年 )

総 計 漁 業 鉱 業 製造業
卸 ･
小売 業 塵送緊 朧鼈力業ス

サ ー ヒ

ス 業
建設業 農 業

総 。計 2 8 4 & 63 1 1 1 1 3 1 6 3 1 9 1 3 ‘ 6 5 89 4 1 74 9 8 0 7 0 8 8 6 4 85 1 と 0 5 2 5 5 9 1 9, 4 6 6

燃 え が ら 19 l 5 AU nU 1 9 1 0 0 0 nU nU 一仁J)

。十

汚 で い l 無 機 性汚 で い
l 有 機 性 汚 で い

1 . 7 0 Z 4 Z 5 nU Z 80, 03 5 1 , 1 8 4 ,3 8 5 9 0 7 5 8 Z 0 7 2 3 9 1 3 l 7 0, 4 0 4
1 0 4 0 8 03 nU 2 8 0, 0 3 5 5 8 9, 0 0 9 9 0 7 58 nU 3 9 0 1 7 0,4 0 4

6 6 6 秘乙 nU 0 5 9 5 3 7 6 nU 0 ? 0, 7 と3 5 Z3 nU

。T

廃 油 生 霊 般# 溜
1 油 で い

2 3 6 5 7 5 4 0 4 13 0 9 1 4 0 にJ 4 1 1 2 0

2 3 0 2 7 1 3 6 4 l , Z 9 l 1 4 0 にJ 4 l o 2 0

1 4 nU 0 M nU 0 nU nU 0

4 9 パ杖 nU 2 6 1 8 0 0 nU

廃 酸 1 4 69 nU 0 1 4 1 Z 0 0 nU 5 7 nU

廃 ア ル カ j 73 nU nU 5 2 0 0 0 2 1 nU

寧務類 ー 露ブギラ ノ 名
5,9 00 2 5 0 2 5 8 9 8 2 9 5 4 4 2 33 3 4 7 1 . 5 3 1

4 ,4 60 ‘ 5 n̂U 2 5 8 1 4 5 1 6 2 2 1 3 4 7 1 . 5 3 l

1 4 4 0 nU nU 8 7 8 4 5 Z 8 0 1 2 0 0

紙 く ず Z o l l Z o u

木 く ず 69 5 5 6 69 5 5 6

繊 維 く ず 4 79 4 79

動 植 物 性 残 さ 2 2 72 6 2 2 7 ‘ 6

ゴ ム く ず 19 0 nU 1 9 0 0 0 0 0

金 属 く ず 2 1 0 1 3 1 l 9 9 1 7 533 1 , 1 1 3 と 3 1 l 4 6 1 2 1 8 b 6 2

ガ フ ス く ず及び陶磁器 く ず 9 2 0 2 nU n̂U 7 0 1 9 1 6 7 l o 1 8 9 8 Z 5 2

鉱 さ い 4 &330 nU 3 6 1 8 4 1 1 2 3 7 0 0 0 0 9 0 9

建 設 廃 材 3 3, 0 4 7 nU nU , 9 1 0 0 0 0 3 2, 9 5 6

ダ ス ト 類 l 6 6 nU nU 1 6 6 0 0 0 O 0

家 畜 ふ ん 尿 9 1 6 58 0 q 1 6 58 0

家 畜 の 死 体 1 3 5 5 1 3 5 5
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図 8 業種別発生量

電気 ･ ガ ス
･ 7粒薑業 2. 5 % その他 0 , 3 %

鉱業

　　　
農業 1⑪.境

8 28%

図 9 種類別発生

鉱さし ･ 1 .7 %

2 . 4 %

そり他 3 . 8 %

2 8 4% 当の.0 8 6 .5%
家畜ふん尿

8 22%

図 1 0 地域別発生量

四割地柚鰄. 東端縦地霊域
5 4 6% 3 0 2%

( 2 ) 産業廃棄物の処理 ･ 処分状況

ァ 処理 処分の概要 ( 農業及び水道業を除 く 。 )

実態澗査によ って推。十さ れた産業廃棄物発生量 ( 農業及び水道業を除 く 。 ) は 1 ,8 5 8 , 4 4 2

ト ン ノ年で、 そ の処理 処分状況は表 1 3 2 の と お り であ る 。 これによる と、 発生量の 8 4. 1

% に当た る 1 , 5 6 2 , 5 7 5 ト ンノ年が何 らかの形で中間処理さ れ 、 2 3 . 2 % に当た る 4 3

0 , 0 5 8 ト ンノ年が最終的な処分の対象と な ってい る 。 処分の内訳については 、 処分対象量

の 7 5 . 2 %が再生利用 さ れ、 2 4 . 1 %が埋立処分 さ れてい る 状況 と な っ てい る 。

- 1 3 8-



表 132 種類別処理 ･処分状況 ( 農業及び水道業を除 く ) ( t / 年 )

発 生 量 中間処理量 処分対象量
処 分 の 内 訳

再生利用量 埋立処分量 保管 ･ そ の他

総 。十 1 , 8 九 P盗も孑 1,5 6 うぎ忽 ち 4鸚穣 8 2癈参
1 0 3β 2 6

議事
2, 8 7 6

巡 穆
無機性汚でい 1 '0 4を8稲)

1 , 0 0 4 , 1 0 8
(9 6 .5 )

1 3 98 9 7

d橋解
1 0 3 ,0 3 4

ず認 8讓鰺 塞
有機性汚でい

5 9 5β 9 9
( 1 0 0 0)

5 1 9 8 5 2

(8 7 2 ) きき
7 5β 9 6

暹鯵
1 09 8 3

盗塁
1 5 8

撻 多
木 く ず

6 9 .5 5 6

( 1 0 0 0)
1 8 ,6 8 2

( 1 9 7 ) き驚解
4 9 8 8 6

箋鯵
6,6 1 0

･(認
8 5

部‐多
鉱 さ い

4 8 ,3 3 0
( 1 00 0)

1 2 ,4 1 1
(2 5 7 ) 異議事

3 7, 6 7 5

衰蕁解
1 0 ,4 9 1

嶺 8
1 6 4

巡 参
建 設 廃 材 8き8 6 8)

3 ,7 8 0
( 1 1 4 )

3 8 ,0 4 7

者 8 8 参 翅毯 2翳塞
1 , 7 3 3

鬆努

動植物性残さ
2 2,7 2 6
( 1 0 0 0 ) 1褪 め きき熟

2 1 ,1 7 2

塞 ぎ 参
2 7 5

者卷 郎
そ の 他 銭塾締め な解 か 劉霧

2 9.9 8 0

霧多
1 2 ,9 6 7

甥籾 鑿
備考 ( ) 発生量に対する割合

< > 処分対象量に対する割合

ィ 農業か らの産業廃棄物の処理 処分状況

(ア) 家畜ふん尿

家畜ふん尿の発生量は、 9 1 6 , 5 8 0 ト ン/年と推。十さ れ、 そ の処理 ･ 処分状況は図 1

1 の と お り であ り 、 ほ と んどが堆 き ゅ う 肥、 波肥 と し、 あ る いは未処理のま ま肥料と して農

地還元 ( 再生利用 ) さ れてお り 、 有効利用 さ れてい ない も のは廃棄及び 焼 却後埋立 処分

であ るがそれぞれ 1 . 0 % 、 1 . 9 % と な ってい る 。
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も { 図 1 1 家畜ふん尿の処理 ･ 処分状況

朧飜鰯地還元 ↓ {鯛餐鰹鷲 を滋
　　
　

r

そ の他 0 9%

9 1 の 農 地 還 元

農地還元 乾燥

9 0 % 9悉 き め う 月 2 4 . 7 %
廃棄 L O%→ 9 9% 発生量 4 5 7%

妻8%渡 禾の処ま ま綿霧 譲 渡
処分 1 6 8 %

農 地還 元 8 2 9 % お
2 6 1 % 4 7

の 農業用魔 プ ラ ス チ ノ ク

農業用廃 ブ ラ ス チ ン ク の発生量 は 、 1 , 5 3 1 ト ソノ年 と な っ て お り 、 そ の 処理 処分伏况

に つ い て は図 1 2 の と お り 焼却処理が最 も 多 く 6 3 3 % を 占 め 、 以 下埋 立 処分 1 8 9 % 、

回収等 その他処理 1 2 7 % 、 再生利用 5 1 % と な っ て い る 。

図 12 農業用廃プ フ ス チ ･ソ ク の処理 ･ 処分状況

( 県農林水産部調査によ る )

その他処埋

口 を含む)

U 1 2 7 %

埋 立処分 発生量 焼却処理
1 8 9% 1 , 53 1 学年 6 3 8 %

1 0 0 0%

- 1 4 0 一



ウ 水道業か らの産業廃棄物の処理 ･ 処分状況

水道業か らの産業廃棄物は、 下水道終末処理場か ら発生する有機性汚でいであ り 、 そ の発

生量は 7 0 , 7 2 3 ト ン/年 ( 県土木部崗査に よ る ) と な ってお り 、 脱水 焼却等中間処理に

よ り 8 9 2 ト ンノ年に減量された後、 焼却灰と して埋立処分 さ れてい る 。

( 3 ) 処理計画

実態調査の結果か ら 、 昭和 6 0 年及び 6 5 年の産業廃棄物発生量を予測する と表 1 3 3 の と

お り であ り 、 昭和 6 0 年において約 3 4 2 万 ト ン 、 昭和 6 5 年にお いて約 3 7 9 万 ト ン と な る

こ と が予測さ れる 。 こ れ ら の産業廃棄物発生量の増加を踏ま えて処理。十画を定め 、 よ り適正な

処理を図る こ と と した。

ア 処理責任の明確化

事業者は、 法に規定さ れる事業者処理責任に基づき 中間処理施没の整備、 共同処理の推進

等によ り 適正な処理を行 う と と も るこ 、 廃棄物の資源化、 再生利用 に努め る 。

産業廃棄物処理業者は、 事業者の責務を補完する立場であ る こ と を 自覚 した上で、 中間処

理施設及び最終処分場の整備、 処理技術の向上に努め、 適正な処理を行う も の とす る 。

ま た 、 市町村は一般廃棄物の処理。十画 と の整合性を図 り 、 三般廃棄物との併せ処理に努め

る も の と し 、 県は 、 事業者等の行う 産業廃棄物の処理及び資源化 ･ 再生利用 に関 し必要な指導 .

助言を行う と と も に、 円滑な事業推進が図 られる よ う 、 処理技術等の情報の収集 提供、 広

報活動の実施に努める 。

イ 方法別処理 ･ 処分

産業廃棄物の処理に当た っては、 保管、 収集 運搬、 中間処理、 最終処分の流れに沿 っ て

それぞれ法に定め る基準によ り適正に行 う と と も に 、 再生利用の促進を図 る 。

ま た 、 保管施設、 収集 ･運搬容器及び車両は産業廃棄物の性状等に応 じ た構造の も のを用 い 、

中間処理施設及び最終処分場の設置に当た っ ては 、 周辺の生活環境の保全に配慮する 。

処分の実施に当た っ ては、 適切な処理技術並びに処理施設を用いて、 産業廃棄物の減量化 、

安定化、 無害化を図 り 、 地下水及び公共用水域の汚染等二次公害の発生防止に十分配慮 して

埋立処分 を行 う こ と と す る 。

ウ 種類別処理 ･ 処分

無機性汚でいは 、 本県の産業廃棄物発生量の 3 7 %を 占め る が、 最 も多い窯業 ･ 土石製品

製造業並びに鉱業か ら の砂利洗浄汚でい については 、 排出場所において脱水 o乾燥の処理を行

っ た後、 再利用 に努め る もの と し 、 他の無機性汚でいについては無害であ る こ と を確認 して

埋立処分する こ と とす る 。 有機性汚でいにつ いては 、 焼却等中間処理後埋立処分する と と も

に、 農地還元する等再生利用を図 る こ と とす る 。 いずれに して も 、 中間処理施段の整備等に

よ り 減量化に努め る も の とす る 。
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家畜ふん尿は、 産業廃棄物発生量の 3 2 %を占めてい るが、 そ の う ち 9 7 %が農地還元等

有効利用 さ れてい る現状か ら 、 有機質肥料源と し ての有交渉利用 を更に推進する も の と する 。

ま た 、 木 く ず 、 紙 く ず、 繊維 く ず等焼却可能な ものについては 、 焼 却 後 埋立処分する こ

と と し 、 建設廃材、 ガ フ ス く ず及び陶磁器 く ず等については、 破砕墾等適切な中間処理後土地

造成等への再利用 を推進す る もの とする 。

表 1 33 業種鶏冲将来予測結果

昭 和 5 5 年 昭 和 6 0 年 昭 和 6 5 年

発生量 ( t /年) 指 数 発生量 ( t /年) 指 数 発生量 ( t /年) 指 数

製 造 業 1 ,3 2 6 ,5 8 9 1 0 0 . 0 1 , 6 5 9 , 9 0 1 1 2 5 . 1 1 , 9 9 6 , 3 7 2 1 5 0 . 5

農 業 9 1 9 ,4 6 6 1 0 0 .0 1 ,0 1 9 , 9 2 9 1 1 0 . 9 1 , 0 9 4 , 7 7 9 1 1 94

鉱 業 3 1 6 ,3 1 9 1 0 0 .0 3 4 9 , 6 2 3 1 1 0 5 3 8 2 , 9 2 8 1 2 1 1

建 設 業

そ の 他

2 0 5 ,2 5 5

8 1 , 0 0 2

1 0 0 .0

1 0 0 0

2 5 2 ,5 5 4 1 2 3 .0 2 9 9 ,8 5 5 1 4 6 . 1

1 3 6 , 9 9 5 1 6 9 . 1 1 2 ,4 4 2 1 5 . 4

計 2 ,8 4 8 ,6 3 1 1 0 0 0 3 ,4 1 9 , 0 0 2 1 2 0 . O 3 ,7 8 6 , 3 7 6 1 3 2 9

備考 彌和 6 5 年の ｢そ の他 =こ ついては、 水道業か ら発生す る 汚でい にっいて現時点で。十画
値が設定 されていないため、 発生量が少な く な っ てい る。

( 4 ) 処理計画の推進

計画の推進に当た っ て、 県 は、 広報を実施 して 、 事業者及び処理業者に対する処理責任と適

正処理の認識、 一般住民に対す る産業廃棄物の正 し い認識 と法の趣旨の理解を図る と と も に 、

事業者及び処理業者への監視 ･ 指導を強化して、 適正な処理 処分の推進を図 る も の と す る 。

事業者は 、 製造工程等産業廃棄物の発生過程の見直 し等によ り 発生量を抑制する と同時に 、

資源化 ･ 再生利用の促進によ り 処理の合理化を図る と と も るこ 、 適切な処理施設の収受ー豊及び最終処

分場用地の確保等に努める も の と する 。

( 5 ) 産業廃棄物処理専門部会

昭和 5 0 :年に策定 した産業廃棄物処理 。十画実施指導方針に基づき役置 し た産業廃棄物処理専

門部会については 、 現状にあ っ た構成に再編成の上 必要に応じて開催 し 、 適正な処理方針を策

定する も の と す る。

2 産業廃棄物処理案の許可の現況

産業廃棄物の処理を業 と し て行お う と する者は 、 当該業を行お う とす る 区域を管轄する 都道府

県知事の許可を受けな ければな ら な いが 、 本県に おけ る許可の現況は表 1 3 4 の と お り であ る 。

産業廃棄物処理業者に対 しては、 処理設備の整備等の指導によ り 、 適正処理の推進を図 る も の

とす る 。
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表13 4 産業廃棄物処理業の許可の現況

( 昭和 5 7 年 3 月 末現在 )

＼＼＼＼＼~~~選む競う轢廃棄物の分類
業 の 種 類

安 定 型

産業廃棄物

管 理 型

産業廃棄物
廃 油 類

廃 酸

廃アルカ J

分 類 。十

(実業者数)

県内業者
収 集 ･ 運 搬 6 1 0 5 0 2 1 ( 1 5 )

収 集 ･ 運 搬 、 中 間 処 理 ｣1IJ 2 1 0 4 ( 4 )

収 集 ･ 運 搬 、 最 終 処 分 4 5 0 0 9 ( 6)

収集･ 運搬、中間処理最【終処分 惟IIJ 1 1 0 3 ( 1 )

県 外 収 集 運 搬 業 者 2 3 2 1 1 3 9 6 6 (4 3)

備考 ( 1 ) 安定型産業廃棄物と は、 廃プ フ ス チ ッ ク 類、 ゴム く ず、 金属 く ず、 ガ フ ス く ず及び

陶磁器 く ず、 建役廃材をい う 。

( 2 ) 管理型産業廃棄物と は、 安定型産業廃棄物、 廃油類、 廃酸、 廃アルカ J 以外の産業

廃棄物をい う 。
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第 9 章 中小企業者 に 対す る 貸付 け

( 1 ) 県では、 企業力ジ公害防止施設を設置する場合に 、 企業の公害防止を側面から援助する ため、 昭和

4 6 年度か ら 、 公害防止施設整備に対す る貸付けを行っ てい る 。

表1 35 鳥取県公害防止資金貸付制度 ( 昭和 5 7 :年度 )

貸 付 対 象 中 小企 業者 又 は 事 業協 同 組 合等

対 象 施 設

貸 付 限 度 額

貸 付 利 率

返 済 方 法

取 扱 金 融 機 関

土地、 建物、 構築物、 機械設備

3, 0 0 0 万円以内

年 6 . 3 %以内 ( 操韮付の場合年 6 0 %以内 )

7 年以内 ( 1 年以内の据置き を含む。 )

商工組合中央金庫鳥取支店

昭和 以降の貸付実績は、 下表のと お り であ る 。

表 1 36 公害防止資金貸付実績

年 度 貸 付 件 数 貸 付 金 額

昭和 5 1

5 2

5 3

5 4

5 5

5 6

7 件

7

8

1 1

5

4

7 , 9 0 0 万円

1 0, 0 0 O

8 . l 7 7

1 5 , 2 8 8

7 , 3 8 0

1 0 , 8 0 0

表 1 37 施設別貸付実績

“≧＼＼＼＼端麗霜
汚 水 処 理 施 設 ばい じ ん防止施設 そ の 他

件 数 貸 付 金 額 件 数 貸 付 金 額 件 数 貸 付 金 額

昭和 5 1

5 2

5 3

5 4

5 5

5 6

6件

7

6

1 1

5

3

5 ,9 0 0 万円

1 0 , 0 0 0

7 , 5 9 9

1 5 , 2 8 8

7 ,3 8 0

9 , 0 0 0

一 件

2

l

一 万円

5 7 8

1 , 8 0 0

1 件 2 ,0 0 0 万円

( 2 ) 中小企業近代化資金助成法によ る 設備近代化資金 ( 無利子 ) によ る貸付け

表1 3 8 中小企業設備近代化資金貸付実績

年 度 件 数 金 額 対 象 施 設

昭和 5 1

5 2

5 3

5 4

5 5

5 6

2 件 1 ,4 3 6 万円

1 1 2 2 3

4 2 , 0 4 5

4 2 , 7 5 0

2 1 ,4 4 1

~ l 一

汚水処理施設

3 そ の他 1
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( 3 ) 中小企業金融公庫、 国民金融公庫によ る貸付け

表 139 中小企業金融公庫、 国民金融公庫によ る貸付実績

( 産業公害防止貸付 ) ( 公 害 貸 付 )

で"ごささ爾鬘年 度 貸付実績
中 小 企 業 金 融 公 庫 国 民 金 融 公 庫

件 数 金 額 件 数 金 額

昭和 5 1

5 2

5 3

5 4

5 5

5 6

9 件

4

8

2

2

1

1 5 ,3 5 0 万円

8.4 0 0

3 6 , 1 0 0

2 2 ,0 0 0

5 ,0 0 0

3 ,0 0 O

1 件

1

2

1

7

9 0 万円

6 0 0

3 7 0

1 6 0

4 ,0 5 0

( 4 ) 公害防止事業団貸付け

表 140 公害防止事業団貸付実績

年 度 件 数 金 額 対 象 施 没 ｢

昭和 5 3

5 4

5 5

5 6

1 件

1

2

1 ,8 0 0 万円

1 2 ,0 0 0

9 ,9 0 0

廃棄物処理施設

汚水処理施設

産業廃棄物処理施設 ( 6 , 9 0 0 万 )

汚水処理施設 〔 3 , 0 0 0 万 )

ー円
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第 10 章 公害紛争処理 公害苦情等

第 1 節 公害 紛争処理制度 の現況

公精予をめ ぐ る紛争は、 因果関係の解明が困難な と こ ろか ら 、 公害の裁判に よ る解決に膨大な時間

と 費用を要する のが実情であ り 、 しか も公害の被害は単に財産上の被害に と どま らず、 人の健康、

生命に及ぶ場合も少な く な く 、 また、 被害者は比較的弱い立場にある一般住民であるのが通例であ る 。

こ のため、 訴訟と は別に紛争を早期に解決する こ と を目的に 、 昭和 4 5 年に公害紛争処理法 ( 昭

和 4 5 年法律第 1 0 8 号 ) が制定さ れた 。

こ の法律に規定する紛争処理の方法は 、 あ っせん、 凋停、 仲裁並びに裁定と な っ てお り 、 紛争処

理機関は、 中央機関 と都道府県機関 とがあ り 、 都道府県の機関については、 常&の審査会方式の機

関と紛争処理にあた るべき候補者をあ らか じめ委嘱 してお く 名簿方式とがあ る 。

本県の場合は、 名簿方式を採用 し 、 公害審査委員候補者 1 3 名をおき 、 公害紛争事件が申請さ れ

た場合は、 知事が候補者の中か ら 3 人の委員を選出 し 、 公害紛争の処理にあた る体制をと っている。

第 2 節 公害苦情受理処理状況

1 公害苦情受理状況 ( 県、 市町村新規受理分 )

□ ) 昭和 5 6 年度におけ る本県の公害苦情受理状況は、 2 0 9件であ り 、 昭和 5 5 年度 1 7 3 件

に比べて 3 6 件増加 し てい る 。

( 2 ) 年度別公害苦情種類別受理件数は、 次のと お り であ る 。

公害の種＼類＼＼＼＼年度 昭和 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

大 気 汚 染 2 6 1 6 2 4 1 1 3 1 6

水 質 汚 濁 3 8 3 7 5 9 4 4 3 4 3 4

騒 音 4 2 3 6 3 5 3 7 3 6 3 7

振 動 6 JTI.- 5 3 7 4

悪 臭 3 3 3 5 4 0 3 2 1 7 2 9

土 壌 汚 染 3
-

1

そ の 他 3 2 4 5 3 4 4 4 7 6 8 8

。十 1 8 0 1 7 0 1 9 7 1 7 1 1 7 3 2 0 9 一

公害の種類別苦情は、 昭和 5 6 年度受理件数中では 、 水質汚濁 3 4 件 ( 1 6 % ) 、 騒音 3 7

件 ( 1 8 % ) 、 悪臭 2 9 件 〔 1 4 % ) 、 大気汚染 1 6 件 ( 8 % ) 、 振動 4 件 ( 2 % ) 、 そ の他

8 8 件 ( 4 2 % ) と な っ てい る 。

一 1 4 6 一
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( 3 ) 受理件数の多い市町村は、 米子市 6 3 件 ( 前年度 7 1 件 ) を最高に 、 鳥取 5 8 件 ( 前年度 3 8

件 ) 、 倉吉市 3 5 件 ( 前年度 1 9 件 ) 佐治村 1 0 件 ( 前年度 1 件 ) 、 赤碕町 6 件 ( 前年度 5

件 ) の順と な っ てい る 。

2 公害苦情の処理状況

昭和 5 6 年度におけ る公害苦情件数 2 0 9 件中解決 し た もの 2 0 1 件で 、 解決率は 9 6 % と な

っ てい る。 昭和 5 6 年度の公害苦情種類別処理状況は、 次の と お り であ る 。

公害の種、類、＼＼＼＼区 分 受 理 件 数 A 解 決 件 数 B 解決率 ( 暮 Xmo ) %
大 気 汚 染 1 6 1 6 1 0 0

水 質 汚 濁 3 4 3 1 9 1

騒 音 3 7 3 5 9 5

振 動 4 4 1 0 0

悪 臭 2 9 2 6 9 0

そ の 他 8 9 8 9 1 0 0

計 2 0 9 2 0 1 9 6

3 公害の種類別発生源内装

公害の発生源別で ‘ば、 製造業 5 0 件 ( 2 4 % ) 、 畜産業 2 1 件 ( 1 0 % ) 、 商店飲食店 2 2 件

( 1 1 % ) 、 家庭 2 0 件 ( 1 0 % ) 、 建築土木工事 1 0件 ( 5 % ) そ の他 8 4 件 ( 4 0 % ) と

な っ てい る。

種 類＼＼＼＼＼発生源 製造業
建築士

木工事

交 通

機 関
畜産業 家 庭

商 店

飲食店
そ の他 。十

大 気 汚 染 9 2 5 1 6

水 質 汚 濁 8 8 4 4 1 0 3 4

騒 音 1 1 5 9 1 2 3 7

振 動 2 1 1 4

悪 臭 6 8 2 2 1 1 2 9

そ の 他 1 6 5 5 1 4 4 4 5 8 9

計 5 0 1 0 2 2 1 2 0 2 2 8 4 2 0 9
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公害の種類別件数 〔 新規 )＼＼、区分 二‐＼へ一~ ｣L＼＼、市町村名 大気 水質 土壌 騒音 振動 悪臭 話 その他 合計鳥取市 8 り
乙

十
一■

【

Q
J

･1
I

-

3 9 ｣1
J

-

に
J

7 R
U

に
J米子市 T 7 1 8 に

J

に
J

Q
U

A
U倉吉市 3 6 6 8 Q

U

リ
ム

リ
ム

す
ま

に
J

Q
U境港市 1 1 1 3 3岩美郡

一国府町岩美町 福部村｣ 1 1

-

1八頭郡 -郡家町 船岡町河原町

1 l 1八東町 2 2 1 3若桜町

一 - 一用瀬町佐治村 n
U

す
I

■▲

n
Y

｣
I
I
4智頭町気高郡 気高町鹿野町

一青谷町 1 l 2 2東伯郡

- 一羽合町 1

一

リ
ー
具

JT
I

-泊村東郷町三朝町

一関金町

ー北条町 1 1 n
乙

‘1
■
▲

に
J

ー

に
〉大栄町 ｣1

I
-

･■■■
▲ -

“I
I

“東伯町 1 1 リ
ム

JT.I
▲

に
J

-

に
J赤碕町 3 Q

J

A
U

R
U西伯郡 西伯町 l ず

■
▲

リ
ノム

り
乙会見町 1 “!

｣

,
.二岸本町 日吉津村淀江町 大山町

一 一名和町 一

･1
1

-

一

1
1

-

･1
.｣

リ
ム中山町 1 ず

I
J

“1
1

4日野郡 ｢日南町

-

｣1
･量

-

‘I
I
#▲

す
I
4日野町

- ｣江府町 -溝口町

-県 4

-2 ぬ
U

リ
ム

8
ー計 ぬ

U

也
I
I▲

“
"★

Q
U

1 ワ
ー

Q
U

自
生

ハ
リ

n
乙

1
1

-

n
乙

｣1
1

R
U

0
O

咀つ
&
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昭和 5 6 年度公害苦情件数市町村諺名＼~＼区分 新規 繰越 合計 理
決

処
解

年
越

翌
繰

合計 備考鳥取市 8rb 2 60 58 2 60米子市 63 2 65 61 4 65倉吉市 35 1 6
一3

3
{ー

33
3

1
1

…

34 その他2
3境港市 3

一岩美郡 一国府町 1 1 1 1岩美町 …福部村 1 1 1 1八頭郡 郡家町船岡町 1 1 1 1河原町 1 1 1 1八東町1 3 3 3 3若桜町用瀬町

ず r市佐治村 10 10智頭町 ー気高郡 気高町鹿野町

･
'

‐青谷町 2 2 4 4 4東伯郡 羽合町 1 1
具

饑泊村東郷町 三朝町 1 す
･驫

1
+
一 ★一関金町 + 一 …-一北条町 5 2 フ

ー

ワ
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第 3 節 企業 の 公害防止管理者等 の設置

公害防止管理者等の設置

昭和 4 6 年 6 月制定 さ れた ｢特定工場に お け る 公害防止組織の整備 に関す る法律｣ に よ り 、 一定

の要件 を備 え た特定施設 を有す る 工場は 、 そ の特定施設の区分 (大気、 水質、 騒音、 粉 じ ん 、 振動)

ご と に 公害防止管理者 を選任す る こ と を義務付け ら れ、 このほか、 従業員の数、 工場の規模に よ っ て

は 、 公害防止統括者、 公害防止主任管理者 も 選任 し な ければ な ら な い こ と に な っ て い る 。 本県 に お

い て公害防止管理者等 を選任 し て いる 工場数は48工場であ る 。

表 14 1 公害防止管理者等設置状況

振
動
関
係
公
害
防
止
管
理
者

粉
じ
ん
関
係
公
害
防
止
管
理
者

騒
音
関
係
公
害
防
止
管
理
者

公

　 　 　　　　　 　　　　 　 　 　 　防
止
主防 第 第 第 第 第 第 第 第

業 種 名 場 止

礬 一 三 四 一 二 三 四 巻 巻 巷 碁　
理

者教 者 種 種 種 種 種 種 種 種

⑱ 食 料 品 製 造 業 5 逐) 追)

⑲ た ば こ 製 造 業 2 逐) “)
⑳ 繊 維 工 業 2 2(1 )

⑳ 木 材 、 木 製 品 製 造 業 2 6) “)

⑳ ルレ ブ、 紙、 纒扉濃線 2 くる 1 1 1 1 1( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )

⑰ 石 油 、 石 炭 製品製 造業 8 ぎ) 8(6)

6 1 1 4

⑳ 窯業 、 土 石 製 品 製 造業 1 4 @ ( 1 ) Q2)

⑪ 鉄 鋼 業 1 造 ) 1( 1 )

⑳ 金 属 製 品 製 造 業 7 “) 4 1 1 2( 2) く り (1 )

⑭ 一 般 機 械 器 具 製 造 業 2 “) 1 2 20 (2) (2 )

⑳ 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 逐) 1 2 1 1( 1 ) (2) の く1 )

⑪ カ ス 業 1 心 1

誰8 芻4 2 24 6 1 2 4 1 4 5 1(2 ) 鰯 (b) ゆ く2) (4 ) Q" (3 ) "

(注) 1 業種番号、 業種名 は 日 本産業分類 に よ る 。

( ) は 、 代理者の数 であ る 。
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第 4 部 鳥取県を美 し く す る運動

1 鳥取県を美 し く す る運動

県民のす べて が健康で 文化的 な 生活 を営む た めに は 、 生 活環境 を 倍潔て 快適 な も の に す る 必 要 が

あ る 。

ごみ の な い 清潔な 生活環境つ く り は 、 我 々 県民 に課せ ら れた 義務 であ り 、 県 ･ 市町村 の 積極的 な

施策 と と も に 、 県民 一人 一人の 正 し い理解 と 協力 を得 て強 力 に推進 し て ゆ く 必 要が あ る 。

こ の た め 、 昭和46年か ら 市町村及び 各種関係団体 の協力 の も と に ｢ 鳥取県 を 美 し く す る 運動 ｣ を

実施 し 、 県民 の環境保全意識 を 高揚 し 、 河川 、 海岸等公共の場所か ら ごみ を 一掃す る 運動 を 展開 し

て き た 。

昭和56年度の 事業実施結果は次の と お り て あ る 。

( 1 ) 運動期間 昭和 56年 1 0 月 1 日 ~ 1 0月 3 l 日

(2 ) 運動 内容

ァ 広報活動

ポ ス タ ー を 5 0 0 枚作成 し、 保健所 市町村に配布 し、 併せ て市町村広報紙 に運動の趣旨

を掲載す る と と も に 、 有線放送等を通 じ て運動への参加 と 意識の高揚を 図 っ た 。

ィ 知事表彰

地域環境美化に功績の あ っ た 団体に対 し知事表彰を行 っ た 。

ウ 店掃活動

市町村、 各種団体、 自 治会等か中 心 と な り 阿川 湖沼 、 海岸 、 公園等 の濱掃 を実施す る

と と も に 不法投棄 ごみ の除去 を 行 っ た。

ェ 不法投棄の 監視指導

市町村 . 保健所が、 不法投棄の監視指導バ ト ー ル を 実施 した 。 更に警察の協力 を得 て

不法投棄者の 監視取締パ ト ー ル を 実施 した 。

オ ごみ 容器 、 立札の設置

公共 の場所 に ごみ容器 を 設置 す る と と も に 、 不法投棄 を し な い よ う 立札を没雷 し た

力 各種会合

美化意識の 高揚 を図 る た め の 会合 を開 く と と も に 、 浄化槽の 没儒 者 に対 し維持管理講習

会 を実施 し た 。

2 環境週間

昭和47年国連総会 に お い て毎年 6 月 5 日 を ｢ 世界環境 プ - ｣ と す る こ と が決議 さ れ 、 こ れ を受 け

て我が 国に おい て も 、 こ の 日 を 初 日 と す る 1 週間 を ｢ 環境週間 ｣ と す る こ と と さ れた -

こ の週間は 、 環境問題に対す る 認識 を深 め 、 公害防止や 自 然環境保全 を強力 に推進す る た め の全

国運動 を展開 し よ う と す る も の で あ る が 、 本 県 に お い て も 、 こ の趣 旨 に沿 っ て 市町村及び各種団体

の協 力の も と に多彩な 行事 を実施 し 、 環境保全 に つい て の 意義 を広 く 県民 に普及 し 、 啓 も う に 努 め

る た め各種の行 事 を行 っ て い る が 、 昭和56年度 の実施状況は表 1 4 2 に示す と お り であ る 。
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表 142 昭和 5 6 年度環境週間行事実施状況一覧表

行 事 名 実施主体 協 力 行 事 内 容 行 事 成 果 備 考

環◎駅止凋間ボス

夕 一の掲示

市町村広報

研 修 会

記 念 集 会

事業場水質稠

査

競整鰯査

麺公鰔

鱗

整備不良車の

監視取締 り

海浜、 河川 、

湖繖鰯

所の清掃

県

市 町 村

市 町 村

県

市 町 村

県

市 町 村

県

市

県警本部

贓務

所

県

市 町 村

市 町 村

環境庁ポス タ ー 7 0 0 枚を市町村~ 保雄延翫無 土木出張

所等に配布

有線放送 1 3 市町村で延べ 3 8 回放送

広 報 車 7 市町村で延べ 8 回巡回

広 報 紙 1 0 市町村で延べ 1 0 回配布

6 月 1 8 日 ( 木 ) 鳥取県庁会議室で娘 市町村の

公害担当職員を対象と した公害問題に関する研修を実

施 し火も

環境保全関係団体に よ る藥漸胡腹に対する意見交換

を実施 しポ℃

県下の水質汚濁防止法の 5 5 特定事藁鞠こ対 し水質

調査を行った。

工場 事業場の点検 と ごみの不法投棄の実態調査及

びごみの除法

交通ひん繁地区における大気騒音振動の調査を行っ

ズ℃

整備不良車の一斉取締 り

海浜 、 河川、 湖沼等公共の場所の清掃を行っまも

8 0 名参加

4市町で 1 2 4 名参加

工場事業場の 点検

8 市町村で7 1 を事業所

不法投棄場所の実態調査

1 4 市町村で 3 4 か所を

確認、 6 7 ト ンの ごみを

除去 し猪叱

4 市 1 6 地点て廷へ 4 日

間 8 0 回測定 ( 寸翳ヒ炭素

に ついては 4 地点て 2 4 時

間連続自動測姪 )

検査車輛教 1 6 2 台

処 整 備 命 令 O
分 整備通告書 O

状 警 告 1 9

況 討 】 9

1 8 市町村で 6 5 0 0 0名

参加 して清掃し犬も

窓果

表 1 0 8

奉 斧

処

分

状

況

整 備 命 令 O

整備通告書 O

警 告 1 9

討 1 9

一 1 5 2 一


